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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電極体と、
　前記電極体を封止する外装体と、
　前記電極体と電気的に接続された電極端子と、
　前記電極端子が取り付けられた蓋体と、を備え、
　前記外装体は、フィルム状の外装部材によって構成されており、
　前記外装体は、前記外装部材が前記電極体に巻き付けられた状態で互いに向き合う面同
士が接合することによって封止された第１封止部、及び、前記蓋体と接合された状態で封
止された第２封止部を含み、
　前記第１封止部の付け根部分は、前記外装体において、第１面と第２面との境界に形成
されており、
　前記第１面の面積は、前記第２面の面積よりも大きく、
　前記第１封止部は、平面視において、前記第１面と重なっておらず、
　前記蓋体は、前記電極体と面する第１面、及び、前記第１面と反対側の第２面を含み、
　前記第２封止部は、前記外装体と前記蓋体の前記第２面とが接合される部分を含む、蓄
電デバイス。
【請求項２】
　電極体と、
　前記電極体を封止する外装体と、
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　蓋体と、を備え、
　前記外装体は、フィルム状の外装部材によって構成されており、
　前記外装体は、前記外装部材が前記電極体に巻き付けられた状態で互いに向き合う面同
士が接合することによって封止された第１封止部、及び、前記蓋体と接合された状態で封
止された第２封止部を含み、
　前記第１封止部の付け根部分は、前記外装体において、第１面と第２面との境界に形成
されており、
　前記第１面の面積は、前記第２面の面積よりも大きく、
　前記第１封止部は、平面視において、前記第１面と重なっておらず、
　前記蓋体は、表面に金属層が露出した部分、又は、金属材料によって構成される部分で
ある金属部を含み、
　前記金属部と前記電極体とが溶接される、蓄電デバイス。
【請求項３】
　前記第１封止部は、前記外装体の前記第２面に接するように折り曲げられている、請求
項１または２に記載の蓄電デバイス。
【請求項４】
　前記第１封止部は、前記外装体の前記第２面に接するように折り曲げられた状態で、前
記第２面の略全体を覆う、請求項３に記載の蓄電デバイス。
【請求項５】
　前記第１封止部においては、前記面同士の接合力が強い領域と、前記面同士の接合力が
弱い領域とが前記境界に沿って並んでいる、請求項１から請求項４のいずれか１項に記載
の蓄電デバイス。
【請求項６】
　前記第１封止部においては、厚みが薄い領域と、厚みが厚い領域とが前記境界に沿って
並んでいる、請求項１から請求項４のいずれか１項に記載の蓄電デバイス。
【請求項７】
　前記境界に沿う方向は、前記外装部材の流れ方向に直交する方向である、請求項１から
請求項６のいずれか１項に記載の蓄電デバイス。
【請求項８】
　電極体と、
　前記電極体を封止する外装体と、
　前記電極体と電気的に接続された電極端子と、
　前記電極端子が取り付けられた蓋体と、を備え、
　前記外装体は、フィルム状の外装部材によって構成されており、
　前記外装体は、前記外装部材が前記電極体に巻き付けられた状態で互いに向き合う面の
周縁同士が接合した片部、及び、前記蓋体と接合された状態で封止された第２封止部を含
み、
　前記片部の付け根部分は、前記外装体において、面と面との境界に形成されており、
　前記片部内には、前記互いに向き合う面同士が接合していない空間が形成されており、
　前記片部においては、前記境界近傍に、前記互いに向き合う面同士が接合した領域と、
前記互いに向き合う面同士が接合していない領域とが並んでおり、
　前記蓋体は、前記電極体と面する第１面、及び、前記第１面と反対側の第２面を含み、
　前記第２封止部は、前記外装体と前記蓋体の前記第２面とが接合される部分を含む、蓄
電デバイス。
【請求項９】
　電極体と、
　前記電極体を封止する外装体と、
　蓋体と、を備え、
　前記外装体は、フィルム状の外装部材によって構成されており、
　前記外装体は、前記外装部材が前記電極体に巻き付けられた状態で互いに向き合う面の
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周縁同士が接合した片部、及び、前記蓋体と接合された状態で封止された第２封止部を含
み、
　前記片部の付け根部分は、前記外装体において、面と面との境界に形成されており、
　前記片部内には、前記互いに向き合う面同士が接合していない空間が形成されており、
　前記片部においては、前記境界近傍に、前記互いに向き合う面同士が接合した領域と、
前記互いに向き合う面同士が接合していない領域とが並んでおり、
　前記蓋体は、表面に金属層が露出した部分、又は、金属材料によって構成される部分で
ある金属部を含み、
　前記金属部と前記電極体とが溶接される、蓄電デバイス。
【請求項１０】
　未完成品から蓄電デバイスを製造する製造方法であって、
　前記未完成品は、
　電極体と、
　前記電極体を封止する外装体と、
　前記電極体と電気的に接続された電極端子と、
　前記電極端子が取り付けられた蓋体と、を備え、
　前記外装体は、フィルム状の外装部材によって構成されており、
　前記外装体は、前記外装部材が前記電極体に巻き付けられた状態で互いに向き合う面の
周縁同士が接合した片部、及び、前記蓋体と接合された状態で封止された第２封止部を含
み、
　前記片部の付け根部分は、前記外装体において、面と面との境界に形成されており、
　前記片部内には、前記互いに向き合う面同士が接合していない空間が形成されており、
　前記片部においては、前記境界近傍に、前記互いに向き合う面同士が接合した領域と、
前記互いに向き合う面同士が接合していない領域とが並んでおり、
　前記蓋体は、前記電極体と面する第１面、及び、前記第１面と反対側の第２面を含み、
　前記第２封止部は、前記外装体と前記蓋体の前記第２面とが接合される部分を含み、
　前記製造方法は、
　前記片部において前記外装体の封止状態を解除して、ガスを前記外装体の外部へ排出す
るステップと、
　前記片部の少なくとも一部分において、前記互いに向き合う面同士を接合することによ
って前記外装体を再び封止するステップとを含む、蓄電デバイスの製造方法。
【請求項１１】
　未完成品から蓄電デバイスを製造する製造方法であって、
　前記未完成品は、
　電極体と、
　前記電極体を封止する外装体と、
　蓋体と、を備え、
　前記外装体は、フィルム状の外装部材によって構成されており、
　前記外装体は、前記外装部材が前記電極体に巻き付けられた状態で互いに向き合う面の
周縁同士が接合した片部、及び、前記蓋体と接合された状態で封止された第２封止部を含
み、
　前記片部の付け根部分は、前記外装体において、面と面との境界に形成されており、
　前記片部内には、前記互いに向き合う面同士が接合していない空間が形成されており、
　前記片部においては、前記境界近傍に、前記互いに向き合う面同士が接合した領域と、
前記互いに向き合う面同士が接合していない領域とが並んでおり、
　前記蓋体は、表面に金属層が露出した部分、又は、金属材料によって構成される部分で
ある金属部を含み、
　前記金属部と前記電極体とが溶接されており、
　前記製造方法は、
　前記片部において前記外装体の封止状態を解除して、ガスを前記外装体の外部へ排出す
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るステップと、
　前記片部の少なくとも一部分において、前記互いに向き合う面同士を接合することによ
って前記外装体を再び封止するステップとを含む、蓄電デバイスの製造方法。
                                                                                
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、蓄電デバイス、及び、蓄電デバイスの製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許第４５０９２４２号（特許文献１）は、二次電池を開示する。この二次電池におい
ては、ラミネートフィルムによって構成された袋体内に電極体が封止されている（特許文
献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第４５０９２４２号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記特許文献１に開示されている二次電池においては、面積の大きい面上にラミネート
フィルムのシール部が設けられている。シール部は、フィルムが重なった領域であるため
、他の領域と比較して分厚い。シール部が設けられた面上に他の二次電池が積み重ねられ
ると、上方の二次電池がシール部を支点に傾き得る。その結果、下方の二次電池に掛かる
圧力の分布のムラが大きくなる。また、シール部が設けられた面が隣接する二次電池に接
するように複数の二次電池が横方向に並べられた場合にも、隣接する二次電池から掛かる
圧力の分布のムラが大きくなる。
【０００５】
　本発明は、このような問題を解決するためになされたものであって、その目的は、複数
の蓄電デバイスを重ねた場合に隣接する蓄電デバイスに掛かる圧力の分布のムラを抑制可
能な蓄電デバイス及び該蓄電デバイスの製造方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明のある局面に従う蓄電デバイスは、電極体と、外装体とを備える。外装体は、電
極体を封止する。外装体は、フィルム状の外装部材によって構成されている。外装体は、
外装部材が電極体に巻き付けられた状態で互いに向き合う面同士が接合することによって
封止された第１封止部を含む。第１封止部の付け根部分は、外装体において、第１面と第
２面との境界に形成されている。第１面の面積は、第２面の面積よりも大きい。第１封止
部は、平面視において、前記第１面と重なっていない。
【０００７】
　この蓄電デバイスにおいては、第１封止部が、平面視において、面積の大きい第１面と
重なっていない。すなわち、面積の大きい第１面上には第１封止部が存在しない。したが
って、第１面に他の蓄電デバイスが上又は横に並べて配置されたとしても該他の蓄電デバ
イスは傾かない。その結果、この蓄電デバイスによれば、複数の蓄電デバイスを重ねた場
合に隣接する蓄電デバイスに掛かる圧力の分布のムラを抑制することができる。また、こ
の蓄電デバイスにおいては、第１封止部の付け根部分が外装体の第１面と第２面との境界
上にある。したがって、この蓄電デバイスによれば、第１封止部を第２面上に納まらせる
場合に、第１封止部の付け根部分が第２面上にあるときと比較して、第１封止部における
接合幅を広く確保することができる。
【０００８】
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　上記蓄電デバイスにおいて、第１封止部は、第２面に接するように折り曲げられていて
もよい。
【０００９】
　上記蓄電デバイスにおいて、第１封止部は、第２面に接するように折り曲げられた状態
で、第２面の略全体を覆ってもよい。
【００１０】
　この蓄電デバイスによれば、第１封止部が第２面の略全体を覆うことによって、第１封
止部における接合幅を広く確保することができる。
【００１１】
　上記蓄電デバイスは、電極体と電気的に接続された電極端子をさらに備え、外装体は、
電極端子を挟んだ状態で封止された第２封止部をさらに含み、電極端子の一部分は、外装
体の外側にあり、上記一部分の付け根部分は、蓄電デバイスの厚み方向において、蓄電デ
バイスの厚みの略半分の位置にあってもよい。
【００１２】
　この蓄電デバイスにおいては、電極端子のうち外装体の外側にある一部分が、蓄電デバ
イスの厚み方向において、蓄電デバイスの厚みの略半分の位置にある。したがって、この
蓄電デバイスによれば、たとえば、該一部分が蓄電デバイスの厚み方向において上記第１
面と略同じ位置にある場合と比較して、電極体に含まれる複数の電極の各々と電極端子と
の間の距離のうち最も長い距離と最も短い距離との差を小さくすることができる。
【００１３】
　上記蓄電デバイスにおいて、第１封止部においては、上記面同士の接合力が強い領域と
、上記面同士の接合力が弱い領域とが上記境界に沿って並んでいてもよい。
【００１４】
　上記蓄電デバイスにおいて、第１封止部においては、厚みが薄い領域と、厚みが厚い領
域とが上記境界に沿って並んでいてもよい。
【００１５】
　上記蓄電デバイスにおいて、電極体と電気的に接続された電極端子をさらに備え、第１
封止部は、電極端子を挟んだ状態で封止されていてもよい。
【００１６】
　上記蓄電デバイスにおいて、電極体と電気的に接続された電極端子と、電極端子が取り
付けられた蓋体と、をさらに備え、外装体は、蓋体と接合された状態で封止された第２封
止部をさらに含んでいてもよい。
【００１７】
　上記蓄電デバイスにおいて、蓋体は、電極体と面する第１面、及び、第１面と反対側の
第２面を含み、第２封止部は、外装体と第２面とが接合される部分を含んでいてもよい。
【００１８】
　上記蓄電デバイスにおいて、蓋体をさらに備え、外装体は、蓋体と接合された状態で封
止された第２封止部をさらに含み、蓋体は、表面に金属層が露出した部分、又は、金属材
料によって構成される部分である金属部を含み、金属部と電極体とが溶接されていてもよ
い。
【００１９】
　上記蓄電デバイスにおいて、電極体と電気的に接続された電極端子をさらに備え、外装
体は、外方に突出する張出部、及び、張出部によって電極端子を挟んだ状態で封止された
第２封止部をさらに含んでいてもよい。
【００２０】
　上記蓄電デバイスにおいて、上記境界に沿う方向は、外装部材の流れ方向に直交する方
向であってもよい。
【００２１】
　この蓄電デバイスにおいては、第１封止部が上記境界に沿って折り曲げられる場合に、
上記境界に沿う方向が外装部材の流れ方向に直交する方向である。したがって、この蓄電
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デバイスによれば、外装部材の流れ方向に直交する方向に折り目が形成されても外装部材
は破断しにくいため、第１封止部が折り曲げられることによって第１封止部が破断する可
能性を低減することができる。
【００２２】
　本発明の他の局面に従う蓄電デバイスは、電極体と、電極体と電気的に接続された電極
端子と、電極体を封止する外装体とを備える。外装体は、フィルム状の外装部材によって
構成されており、平面視において、長辺及び短辺をむ。電極端子は、長辺に沿うように配
置される。
【００２３】
　本発明の他の局面に従う蓄電デバイスは、電極体と、外装体とを備える。外装体は、電
極体を封止する。外装体は、外装部材がフィルム状の外装部材によって構成されている。
外装体は、電極体に巻き付けられた状態で互いに向き合う面の周縁同士が接合した片部を
含む。片部の付け根部分は、外装体において、面と面との境界に形成されている。片部内
には、上記互いに向き合う面同士が接合していない空間が形成されている。片部において
は、上記境界近傍に、上記互いに向き合う面同士が接合した領域と、上記互いに向き合う
面同士が接合していない領域とが並んでいる。
【００２４】
　外装体内ではガスが発生し得る。この蓄電デバイスにおいては、片部内に空間が形成さ
れており、上記境界近傍に、上記互いに向き合う面同士が接合した領域と、上記互いに向
き合う面同士が接合していない領域とが並んでいる。したがって、この蓄電デバイスによ
れば、片部において外装体の封止状態を解除することによって、片部を介して外装体内の
ガスを排出することができる。そして、再び外装体を封止することによって、ガス抜き後
の蓄電デバイスを製造することができる。
【００２５】
　本発明の他の局面に従う蓄電デバイスの製造方法は、未完成品から蓄電デバイスを製造
する製造方法である。未完成品は、電極体と、外装体とを備える。外装体は、電極体を封
止する。外装体は、フィルム状の外装部材によって構成されている。外装体は、外装部材
が電極体に巻き付けられた状態で互いに向き合う面の周縁同士が接合した片部を含む。片
部の付け根部分は、外装体において、面と面との境界に形成されている。片部内には、上
記互いに向き合う面同士が接合していない空間が形成されている。片部においては、上記
境界近傍に、上記互いに向き合う面同士が接合した領域と、上記互いに向き合う面同士が
接合していない領域とが並んでいる。上記製造方法は、片部において外装体の封止状態を
解除して、ガスを前記外装体の外部へ排出するステップと、片部の少なくとも一部分にお
いて、上記互いに向き合う面同士を接合することによって外装体を再び封止するステップ
とを含む。
【００２６】
　この蓄電デバイスの製造方法によれば、片部を介してガスを排出し、再び外装体を封止
することによって、ガス抜き後の蓄電デバイスを製造することができる。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明によれば、複数の蓄電デバイスを積み重ねた場合に下方の蓄電デバイスに掛かる
圧力の分布のムラを抑制可能な蓄電デバイス及び該蓄電デバイスの製造方法を提供するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】実施の形態１に従う蓄電デバイスを模式的に示す斜視図である。
【図２】蓄電デバイスを模式的に示す平面図である。
【図３】蓄電デバイスを模式的に示す側面図である。
【図４】実施の形態１に従う蓄電デバイスの製造途中において、電極体に外装部材が巻き
付けられた状態を側方から示す図である。
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【図５】実施の形態１に従う蓄電デバイスの製造途中において、電極体に外装部材が巻き
付けられた状態を下方から示す図である。
【図６】図２のＶＩ－ＶＩ断面の一部を模式的に示す図である。
【図７】第２封止部の形成方法を説明するための図である。
【図８】実施の形態１に従う蓄電デバイスの製造手順を示すフローチャートである。
【図９】実施の形態２に従う蓄電デバイスを模式的に示す平面図である。
【図１０】蓄電デバイスを模式的に示す側面図である。
【図１１】蓋体を模式的に示す斜視図である。
【図１２】蓋体と電極端子とが一体的に形成された第１の例を示す図である。
【図１３】蓋体と電極端子とが一体的に形成された第２の例を示す図である。
【図１４】実施の形態２に従う蓄電デバイスの製造手順を示すフローチャートである。
【図１５】実施の形態２に従う蓄電デバイスの別の製造手順を示すフローチャートである
。
【図１６】実施の形態３において、電極体に外装部材が巻き付けられた状態を側方から示
す図である。
【図１７】実施の形態３において、電極体に外装部材が巻き付けられ、外装部材に蓋体が
取り付けられた状態を下方から示す図である。
【図１８】実施の形態３に従う蓄電デバイスの製造手順を示すフローチャートである。
【図１９】実施の形態４に従う蓄電デバイスを模式的に示す平面図である。
【図２０】実施の形態４に従う蓄電デバイスを模式的に示す側面図である。
【図２１】変形例において、電極体に外装部材が巻き付けられた状態を側方から示す図で
ある。
【図２２】変形例の蓄電デバイスを模式的に示す斜視図である。
【図２３】変形例の蓋体及び蓋体に取り付けられる電極端子を模式的に示す斜視図である
。
【図２４】図２３の蓋体が取り付けられた蓄電デバイスを模式的に示す斜視図である。
【図２５】別の変形例の蓋体を模式的に示す正面図である。
【図２６】さらに別の変形例の蓋体を模式的に示す正面図である。
【図２７】別の変形例の蓄電デバイスを模式的に示す平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。なお、図中
同一又は相当部分には同一符号を付してその説明は繰り返さない。
【００３０】
　［１．実施の形態１］
　＜１－１．蓄電デバイスの構成＞
　図１は、本実施の形態１に従う蓄電デバイス１０を模式的に示す斜視図である。図２は
、蓄電デバイス１０を模式的に示す平面図である。図３は、蓄電デバイス１０を模式的に
示す側面図である。なお、図２及び図３の各々において、矢印ＵＤ方向は蓄電デバイス１
０の厚み方向を示し、矢印ＬＲ方向は蓄電デバイス１０の幅方向を示す。また、矢印ＦＢ
方向は、蓄電デバイス１０の奥行方向を示す。矢印ＵＤＬＲＦＢの各々が示す方向は、以
後の各図においても共通である。
【００３１】
　図１、図２及び図３を参照して、蓄電デバイス１０は、電極体２００と、外装体１００
と、複数（２つ）の電極端子３００とを含んでいる。電極体２００は、リチウムイオン電
池、キャパシタ又は全固体電池等の蓄電部材を構成する電極（正極及び負極）及びセパレ
ータ等を含む。電極体２００の形状は、略直方体である。なお、「略直方体」は、完全な
直方体の他に、たとえば、外面の一部の形状を修正することによって直方体とみなせるよ
うな立体を含む意味である。
【００３２】
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　電極端子３００は、電極体２００における電力の入出力に用いられる金属端子である。
電極端子３００の一方の端部は電極体２００に含まれる電極（正極又は負極）に電気的に
接続されており、他方の端部は外装体１００の端縁から外側に突出している。
【００３３】
　電極端子３００を構成する金属材料は、たとえば、アルミニウム、ニッケル、銅等であ
る。たとえば、電極体２００がリチウムイオン電池である場合、正極に接続される電極端
子３００は、通常、アルミニウム等によって構成され、負極に接続される電極端子３００
は、通常、銅、ニッケル等によって構成される。
【００３４】
　外装体１００は、フィルム状の外装部材１０１（図４等）で構成されており、電極体２
００を封止する。蓄電デバイス１０においては、外装部材１０１を電極体２００に巻き付
け、開放部分を封止することによって、外装体１００が形成されている。
【００３５】
　たとえば、冷間成形を通じて外装部材１０１に電極体２００を収容する収容部（窪み）
を形成する方法がある。しかしながら、このような方法によって深い収容部を形成するこ
とは必ずしも容易ではない。冷間成形によって収納部（窪み）を深く（たとえば成形深さ
１５ｍｍ）形成しようとすると外装部材にピンホールやクラックが発生し電池性能の低下
を招く可能性が高くなる。一方、外装体１００は、外装部材１０１を電極体２００に巻き
付けることによって電極体２００を封止しているため、電極体２００の厚みに拘わらず容
易に電極体２００を封止することができる。なお、蓄電デバイス１０の体積エネルギー密
度を向上させるべく電極体２００と外装部材１０１との間のデッドスペースを削減するた
めには、外装部材１０１が電極体２００の外表面に接するように巻き付けられた状態が好
ましい。また、全固体電池においては、電池性能を発揮させるために高い圧力を電池外面
から均一に掛けることが必要とされている観点からも電極体２００と外装部材１０１との
間の空間を無くすことが必要とされるため、外装部材１０１が電極体２００の外表面に接
するように巻き付けられた状態が好ましい。
【００３６】
　外装部材１０１は、たとえば、基材層、バリア層及び熱融着性樹脂層をこの順に有する
積層体（ラミネートフィルム）である。なお、外装部材１０１には、これらの層がすべて
含まれている必要はなく、たとえば、バリア層が含まれていなくてもよい。すなわち、外
装部材１０１は、フレキシブル性を有し曲げやすい材料で構成されていればよく、たとえ
ば、樹脂フィルムで構成されていてもよい。なお、外装部材１０１は、ヒートシール可能
であることが好ましい。
【００３７】
　外装部材１０１に含まれる基材層は、耐熱性を外装部材１０１に付与し、加工又は流通
の際に起こり得るピンホールの発生を抑制するための層である。基材層は、たとえば、延
伸ポリエステル樹脂層及び延伸ポリアミド樹脂層の少なくとも一層を含んで構成される。
たとえば、基材層が延伸ポリエステル樹脂層及び延伸ポリアミド樹脂層の少なくとも一層
を含むことにより、外装部材１０１の加工時にバリア層を保護し、外装部材１０１の破断
を抑制することができる。また、外装部材１０１の引張伸びを大きくする観点から、延伸
ポリエステル樹脂層は二軸延伸ポリエステル樹脂層であることが好ましく、延伸ポリアミ
ド樹脂層は二軸延伸ポリアミド樹脂層であることが好ましい。さらに、突刺強度又は衝撃
強度に優れる点から、延伸ポリエステル樹脂層は二軸延伸ポリエチレンテレフタレート（
ＰＥＴ）フィルムであることがより好ましく、延伸ポリアミド樹脂層は二軸延伸ナイロン
（ＯＮｙ）フィルムであることがより好ましい。なお、基材層は、延伸ポリエステル樹脂
層及び延伸ポリアミド樹脂層の両層を含んで構成されていてもよい。基材層の厚さは、フ
ィルム強度の点から、たとえば５～３００μｍであることが好ましく、２０～１５０μｍ
であることがより好ましい。
【００３８】
　また、外装部材１０１に含まれるバリア層は、防湿性、延展性等の加工性及びコストの
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面から、たとえばアルミニウム箔から構成される。アルミニウム箔は、電極体２００を包
装する際の包装適性及び耐ピンホール性の観点から、鉄を含むことが好ましい。アルミニ
ウム箔中の鉄の含有量としては、０．５～５．０質量％であることが好ましく、０．７～
２．０質量％であることがより好ましい。鉄の含有量が０．５質量％以上であることによ
り、外装部材１０１の包装適性、優れた耐ピンホール性及び延展性が得られる。また、鉄
の含有量が５．０質量％以下であることにより、外装部材１０１の優れた柔軟性が得られ
る。
【００３９】
　バリア層の厚さは、バリア性、耐ピンホール性及び包装適性の点から、たとえば１５～
１００μｍであることが好ましく、３０～８０μｍであることがより好ましい。バリア層
の厚さが１５μｍ以上であることによって、包装加工により応力がかかっても外装部材１
０１が破断しにくくなる。バリア層の厚さが１００μｍ以下であることにより、外装部材
１０１の質量増加を低減でき、蓄電デバイス１０の重量エネルギー密度低下を抑制するこ
とができる。
【００４０】
　また、バリア層がアルミニウム箔の場合は、溶解や腐食の防止などのために、少なくと
も基材層と反対側の面に耐腐食性皮膜を備えていることが好ましい。バリア層は、耐腐食
性皮膜を両面に備えていてもよい。ここで、耐腐食性皮膜とは、たとえば、ベーマイト処
理などの熱水変成処理、化成処理、陽極酸化処理、ニッケルやクロムなどのメッキ処理、
コーティング剤を塗工する腐食防止処理をバリア層の表面に行ない、バリア層に耐腐食性
（たとえば耐酸性、耐アルカリ性など）を備えさせる薄膜をいう。耐腐食性皮膜は、具体
的には、バリア層の耐酸性を向上させる皮膜（耐酸性皮膜）、バリア層の耐アルカリ性を
向上させる皮膜（耐アルカリ性皮膜）などを意味している。耐腐食性皮膜を形成する処理
としては、１種類を行なってもよいし、２種類以上を組み合わせて行なってもよい。また
、１層だけではなく多層化することもできる。さらに、これらの処理のうち、熱水変成処
理及び陽極酸化処理は、処理剤によって金属箔表面を溶解させ、耐腐食性に優れる金属化
合物を形成させる処理である。なお、これらの処理は、化成処理の定義に包含される場合
もある。また、バリア層が耐腐食性皮膜を備えている場合、耐腐食性皮膜を含めてバリア
層とする。
【００４１】
　耐腐食性皮膜は、外装部材１０１の成形時において、バリア層（たとえば、アルミニウ
ム合金箔）と基材層との間のデラミネーション防止、電解質と水分とによる反応で生成す
るフッ化水素により、バリア層表面の溶解、腐食、特にバリア層がアルミニウム合金箔で
ある場合にバリア層表面に存在する酸化アルミニウムが溶解、腐食することを防止し、か
つ、バリア層表面の接着性（濡れ性）を向上させ、ヒートシール時の基材層とバリア層と
のデラミネーション防止、成形時の基材層とバリア層とのデラミネーション防止の効果を
示す。
【００４２】
　また、外装部材１０１に含まれる熱融着性樹脂層は、外装部材１０１にヒートシールに
よる封止性を付与する層である。熱融着性樹脂層としては、ポリオレフィン系樹脂又はポ
リオレフィン系樹脂を無水マレイン酸等の酸でグラフト変性させた酸変性ポリオレフィン
系樹脂からなる樹脂フィルムが挙げられる。熱融着性樹脂層の厚さは、シール性及び強度
の点から、たとえば２０～３００μｍであることが好ましく、４０～１５０μｍであるこ
とがより好ましい。
【００４３】
　外装部材１０１は、熱融着性樹脂層よりも外側に、より好ましくは、バリア層よりも外
側に１又は複数の緩衝機能を有する層（以下では、「緩衝層」という）を有していること
が好ましい。緩衝層は、基材層の外側に積層されてもよく、基材層が緩衝層の機能を兼ね
備えてもよい。外装部材１０１が複数の緩衝層を有する場合、複数の緩衝層は、隣接して
いてもよく、基材層又はバリア層等を介して積層されてもよい。
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【００４４】
　緩衝層を構成する材料は、クッション性を有する材料から任意に選択可能である。クッ
ション性を有する材料は、たとえば、ゴム、不織布、又は、発泡シートである。ゴムは、
たとえば、天然ゴム、フッ素ゴム、又は、シリコンゴムである。ゴム硬度は、２０～９０
程度であることが好ましい。不織布を構成する材料は、耐熱性に優れる材料であることが
好ましい。緩衝層が不織布によって構成される場合、緩衝層の厚さの下限値は、好ましく
は、１００μｍ、さらに好ましくは、２００μｍ、さらに好ましくは、１０００μｍであ
る。緩衝層が不織布によって構成される場合、緩衝層の厚さの上限値は、好ましくは、５
０００μｍ、さらに好ましくは、３０００μｍである。緩衝層の厚さの好ましい範囲は、
１００μｍ～５０００μｍ、１００μｍ～３０００μｍ、２００μｍ～３０００μｍ、１
０００μｍ～５０００μｍ、又は、１０００μｍ～３０００μｍである。この中でも、緩
衝層の厚さの範囲は、１０００μｍ～３０００μｍが最も好ましい。
【００４５】
　緩衝層がゴムによって構成される場合、緩衝層の厚さの下限値は、好ましくは、０．５
ｍｍである。緩衝層がゴムによって構成される場合、緩衝層の厚さの上限値は、好ましく
は、１０ｍｍ、さらに好ましくは、５ｍｍ、さらに好ましくは、２ｍｍである。緩衝層が
ゴムによって構成される場合、緩衝層の厚さの好ましい範囲は、０．５ｍｍ～１０ｍｍ、
０．５ｍｍ～５ｍｍ、又は、０．５ｍｍ～２ｍｍである。
【００４６】
　外装部材１０１が緩衝層を有する場合、緩衝層がクッションとして機能するため、蓄電
デバイス１０が落下したときの衝撃、又は、蓄電デバイス１０の製造時のハンドリングに
よって、外装部材１０１が破損することが抑制される。
【００４７】
　図４は、蓄電デバイス１０の製造途中において、電極体２００に外装部材１０１が巻き
付けられた状態を側方から示す図である。図４に示されるように、電極体２００の周囲に
は、外装部材１０１が巻き付けられている。この場合に、電極体２００の最外層は、必ず
しも電極である必要はなく、たとえば、保護テープやセパレータであってもよい。電極体
２００の周囲に外装部材１０１が巻き付けられた状態で、外装部材１０１の互いに向き合
う面（熱融着性樹脂層）同士がヒートシールされることによって、第１封止部１１０が形
成されている。
【００４８】
　第１封止部１１０の付け根部分は、外装体１００の辺１３５上にある。辺１３５は、第
１面１３０と、第１面１３０よりも面積が小さい第２面１４０との境界に形成されている
。すなわち、第１封止部１１０の付け根部分は、第１面１３０と第２面１４０との境界に
形成されているといえ、第１面１３０及び第２面１４０のいずれの上にも存在しないとい
える。蓄電デバイス１０において、第１封止部１１０は、辺１３５を中心として第２面１
４０側に折り曲げられている。蓄電デバイス１０においては、第１封止部１１０が、第２
面１４０に接し、第２面１４０の略全体を覆っている。なお、「第２面１４０の略全体」
とは、第２面１４０のうち７５％以上の面積を占める領域を意味する。
【００４９】
　すなわち、蓄電デバイス１０においては、面積の大きい第１面１３０上に第１封止部１
１０が形成されていない。第１面１３０は、第１面１３０に第１封止部１１０のような封
止部が接している場合と比較して平坦である。したがって、第１面１３０上に他の蓄電デ
バイス１０が載置されたとしても該他の蓄電デバイス１０は傾かない。その結果、蓄電デ
バイス１０によれば、複数の蓄電デバイス１０を積み重ねた場合に下方の蓄電デバイス１
０に掛かる圧力の分布のムラを抑制することができる。換言すると、複数の蓄電デバイス
１０を積み重ねてモジュールが形成される場合に、隣接する蓄電デバイス１０と隣り合う
面（第１面１３０）上には第１封止部１１０が配置されないということもできる。また、
全固体電池においては、電池性能を発揮させるために高い圧力を電池外面から均一に掛け
ることが必要とされている観点からもこのような構成が好ましい。
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【００５０】
　また、蓄電デバイス１０においては、第１封止部１１０の付け根部分が外装体１００の
辺１３５上にある。したがって、蓄電デバイス１０によれば、第１封止部１１０の付け根
部分が第２面１４０上（たとえば、矢印ＵＤ方向において、第２面１４０の中央部分）に
あるときと比較して、第１封止部１１０における接合領域を広く確保することができる。
なお、第１封止部１１０の接合領域は、必ずしも第１封止部１１０の全領域である必要は
なく、たとえば、第１封止部１１０の付け根部分近傍のみ等の第１封止部１１０の一部分
であってもよい。
【００５１】
　また、蓄電デバイス１０においては、第２面１４０の略全体が第１封止部１１０によっ
て覆われている。すなわち、蓄電デバイス１０においては、たとえば、第１封止部１１０
が第２面１４０の半分以下の領域しか覆わない場合と比較して、第１封止部１１０の矢印
ＵＤ方向の長さが長い（図３参照）。したがって、蓄電デバイス１０によれば、第１封止
部１１０における接合領域を広く確保することができる。また、第２面１４０の略全体が
第１封止部１１０によって覆われているため、仮に第２面１４０が載置面に接するように
蓄電デバイス１０が立てて配置されたとしても蓄電デバイス１０は安定する。すなわち、
蓄電デバイス１０は載置面に対して傾きにくい。したがって、このような構成は、たとえ
ば、複数の蓄電デバイス１０を横に並べてモジュールを形成する場合に有効である。
【００５２】
　図５は、蓄電デバイス１０の製造途中において、電極体２００に外装部材１０１が巻き
付けられた状態を下方から示す図である。図５に示されるように、蓄電デバイス１０にお
いては、辺１３５に沿う方向が外装部材１０１のＴＤ（Transverse Direction）であり、
辺１３５に直交する方向が外装部材１０１のＭＤ（Machine Direction）である。すなわ
ち、辺１３５に沿う方向は、外装部材１０１の流れ方向（ＭＤ）に直交する方向（ＴＤ）
である。
【００５３】
　蓄電デバイス１０においては、第１封止部１１０が辺１３５に沿って折り曲げられ、辺
１３５に沿う方向が外装部材１０１の流れ方向に直交する方向である。したがって、蓄電
デバイス１０によれば、外装部材１０１の流れ方向に直交する方向に折り目が形成されて
も外装部材１０１は破断しにくいため、第１封止部１１０が折り曲げられることによって
第１封止部１１０が破断する可能性を低減することができる。
【００５４】
　外装部材１０１の流れ方向（ＭＤ）は、外装部材１０１に含まれるバリア層の金属箔（
アルミニウム合金箔等）の圧延方向（ＲＤ）に対応する。外装部材１０１のＴＤは金属箔
のＴＤに対応する。金属箔の圧延方向（ＲＤ）は圧延目により判別できる。
【００５５】
　また、外装部材１０１の熱融着性樹脂層の複数の断面を電子顕微鏡で観察して海島構造
を確認し、熱融着性樹脂層の厚み方向に垂直な方向（以下、「熱融着性樹脂層の長さ方向
」とも称する。）の島の径の平均が最大であった断面と平行な方向をＭＤと判断すること
ができる。金属箔の圧延目により外装部材１０１のＭＤを特定できない場合に、この方法
によりＭＤを特定することができる。
【００５６】
　具体的には、熱融着性樹脂層の長さ方向の断面と、当該長さ方向の断面と平行な方向か
ら１０度ずつ角度を変更し、長さ方向の断面と垂直な方向までの各断面（合計１０の断面
）について、それぞれ電子顕微鏡写真で観察して海島構造を確認する。次に、各断面上の
個々の島について、熱融着性樹脂層の厚み方向に垂直な方向の両端を結ぶ直線距離によっ
て島の径ｄを計測する。次に、断面毎に、大きい方から上位２０個の島の径ｄの平均を算
出する。そして、島の径ｄの平均が最も大きかった断面と平行な方向をＭＤと判断する。
【００５７】
　図６は、図２のＶＩ－ＶＩ断面の一部を模式的に示す図である。図６に示されるように
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、第２封止部１２０は、外装体１００が電極端子３００を挟んだ状態で封止されている。
【００５８】
　図７は、第２封止部１２０の形成方法を説明するための図である。図７に示されるよう
に外装部材１０１が折り畳まれ、外装部材１０１の互いに向き合う面（熱融着性樹脂層）
同士がヒートシールされることによって第２封止部１２０が形成される。なお、図７にお
いては省略されているが、外装部材１０１の互いに向き合う面の間には、電極端子３００
が位置する。なお、電極端子３００と外装部材１０１との間には、金属及び樹脂の双方と
接着する接着性フィルムが配置されてもよい。
【００５９】
　再び図６を参照して、電極体２００は、複数の電極２１０（正極及び負極）を含む。各
電極２１０から延びる集電体２１５は、電極端子３００に接続されている。蓄電デバイス
１０においては、電極端子３００のうち外装体１００の外側にある一部分が、蓄電デバイ
ス１０の厚み方向において、蓄電デバイス１０の厚みの略半分の位置にある。すなわち、
長さＬ２は長さＬ１の略半分である。なお、「蓄電デバイス１０の厚みの略半分」とは、
蓄電デバイス１０の厚みの３５％～６５％を意味する。
【００６０】
　したがって、蓄電デバイス１０によれば、たとえば、電極端子３００が蓄電デバイス１
０の厚み方向において第１面１３０と略同じ位置にある場合と比較して、複数の電極２１
０の各々と電極端子３００との間の距離のうち最も長い距離と最も短い距離との差を小さ
くすることができる。
【００６１】
　＜１－２．蓄電デイバスの製造方法＞
　図８は、蓄電デバイス１０の製造手順を示すフローチャートである。図８に示される工
程は、たとえば、蓄電デバイス１０の製造装置によって行なわれる。
【００６２】
　製造装置は、電極体２００へ外装部材１０１を巻き付ける（ステップＳ１００）。製造
装置は、外装部材１０１の互いに向き合う面（熱融着性樹脂層）同士をヒートシールする
ことによって第１封止部１１０を形成する（ステップＳ１１０）。これにより、図４、図
５に示される未完成品が出来上がる。
【００６３】
　製造装置は、第１封止部１１０が第２面１４０に接するように第１封止部１１０を折り
曲げる（ステップＳ１２０）。製造装置は、電極体２００を収納した状態で外装部材１０
１を折り畳み、外装部材１０１の互いに向き合う面（熱融着性樹脂層）同士をヒートシー
ルすることによって第２封止部１２０を形成する（ステップＳ１３０）。これにより、蓄
電デバイス１０が完成する。
【００６４】
　＜１－３．特徴＞
　以上のように、本実施の形態１に従う蓄電デバイス１０においては、面積の小さい第２
面１４０側に第１封止部１１０が折り曲げられている。すなわち、面積の大きい第１面１
３０上には第１封止部１１０が存在しない。したがって、第１面１３０上に他の蓄電デバ
イス１０が載置されたとしても該他の蓄電デバイス１０は傾かない。その結果、蓄電デバ
イス１０によれば、複数の蓄電デバイス１０を積み重ねた場合に下方の蓄電デバイス１０
に掛かる圧力の分布のムラを抑制することができる。また、全固体電池に使用される場合
には、電池性能を発揮させるために高い圧力を電池外面から均一に掛けることが必要とさ
れるため、本発明の包装形態が好ましい。また、蓄電デバイス１０においては、第１封止
部１１０の付け根部分が外装体１００の辺１３５上にある。したがって、蓄電デバイス１
０によれば、第１封止部１１０を第２面１４０上に納まらせる場合に、第１封止部１１０
の付け根部分が第２面１４０上にあるときと比較して、第１封止部１１０における接合幅
を広く確保することができる。
【００６５】



(13) JP 6986184 B1 2021.12.22

10

20

30

40

50

　［２．実施の形態２］
　上記実施の形態１に従う蓄電デバイス１０においては、外装部材１０１を折り畳み、外
装部材１０１の互いに向き合う面同士をヒートシールすることによって第２封止部１２０
が形成された。しかしながら、第２封止部１２０の形状及び形成方法はこれに限定されな
い。なお、以下では実施の形態１と異なる部分を中心に説明し、実施の形態１と共通する
部分については説明を省略する。
【００６６】
　＜２－１．蓄電デバイスの構成＞
　図９は、本実施の形態２に従う蓄電デバイス１０Ｘを模式的に示す平面図である。図１
０は、蓄電デバイス１０Ｘを模式的に示す側面図である。図１１は、蓋体４００を模式的
に示す斜視図である。
【００６７】
　図９、図１０及び図１１を参照して、外装体１００Ｘは、電極体２００に巻き付けられ
た外装部材１０１の両端の開口部の各々に蓋体４００を嵌め込むことによって構成されて
いる。蓋体４００が嵌め込まれた状態で、外装部材１０１と蓋体４００とをヒートシール
することによって第２封止部１２０Ｘが形成されている。
【００６８】
　蓋体４００は、平面視矩形状の有底トレイ状部材であり、外装部材１０１をたとえば冷
間成形することによって形成されている。なお、蓋体４００は、必ずしも外装部材１０１
で構成されている必要はなく、金属成形品であってもよいし、樹脂成形品であってもよい
。蓄電デバイス１０Ｘにおいては、蓋体４００の底面側が外装体１００Ｘの内側に位置す
るように蓋体４００が配置されている。なお、蓄電デバイス１０Ｘにおいては、必ずしも
蓋体４００の底面側が外装体１００Ｘの内側に位置していなくてもよい。蓄電デバイス１
０Ｘにおいて、蓋体４００の底面側が外装体１００Ｘの外側に位置していてもよい。
【００６９】
　また、電極体２００が収納された状態で電極端子３００は、蓋体４００と外装部材１０
１との間を通って外装体１００Ｘの外部に突出している。すなわち、蓋体４００と外装部
材１０１とは、電極端子３００を挟んだ状態でヒートシールされている。なお、蓄電デバ
イス１０Ｘにおいて、電極端子３００が外部に突出する位置は、必ずしも蓋体４００と外
装部材１０１との間である必要はない。たとえば、電極端子３００は、外装体１００Ｘが
有する６面のうちいずれかの面に形成された孔から外部に突出していてもよい。この場合
には、外装体１００Ｘと電極端子３００との間の僅かな隙間が、たとえば、樹脂によって
埋められる。
【００７０】
　また、蓄電デバイス１０Ｘにおいては、蓋体４００と電極端子３００とが別体として設
けられている。しかしながら、蓋体４００と電極端子３００とは必ずしも別体として設け
られなくてもよい。例えば、蓋体４００と電極端子３００とは一体的に形成されていても
よい。
【００７１】
　図１２は、蓋体４００と電極端子３００とが一体的に形成された第１の例を示す図であ
る。図１２に示されるように、第１の例においては、蓋体４００の側面に電極端子３００
が予めヒートシールされている。なお、たとえば蓋体４００が外装部材１０１で構成され
ている場合には、蓋体４００と電極端子３００との間に、金属及び樹脂の双方と接着する
接着性フィルムが配置されてもよい。
【００７２】
　図１３は、蓋体４００と電極端子３００とが一体的に形成された第２の例を示す図であ
る。図１３に示されるように、第２の例においては、蓋体４００の底面部分に形成された
孔を電極端子３００が貫通している。蓋体４００の底面の孔における僅かな隙間は、たと
えば、樹脂によって埋められている。
【００７３】
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　また、蓄電デバイス１０Ｘにおいては、第２封止部１２０Ｘ、又は、外装体１００Ｘが
有する６面のうちいずれかの面に形成された孔にガス弁が取り付けられていてもよい。ガ
ス弁は、たとえば、逆止弁又は破壊弁で構成され、蓄電デバイス１０Ｘの内部において発
生したガスに起因して外装体１００Ｘの内部の圧力が上昇した場合に該圧力を低下させる
ように構成されている。
【００７４】
　＜２－２．蓄電デバイスの製造方法＞
　図１４は、蓄電デバイス１０Ｘの製造手順を示すフローチャートである。図１４に示さ
れる工程は、たとえば、蓄電デバイス１０Ｘの製造装置によって行なわれる。
【００７５】
　製造装置は、電極体２００へ外装部材１０１を巻き付ける（ステップＳ２００）。製造
装置は、外装部材１０１の互いに向き合う面（熱融着性樹脂層）同士をヒートシールする
ことによって第１封止部１１０を形成する（ステップＳ２１０）。これにより、図４、図
５に示される未完成品が出来上がる。
【００７６】
　製造装置は、第１封止部１１０が第２面１４０に接するように第１封止部１１０を折り
曲げる（ステップＳ２２０）。製造装置は、ステップＳ２２０において出来上がった未完
成品に電極体２００を収納しその両端の開口部の各々に蓋体４００を取り付ける（ステッ
プＳ２３０）。製造装置は、外装部材１０１と蓋体４００とをヒートシールすることによ
って第２封止部１２０Ｘを形成する（ステップＳ２４０）。これにより、蓄電デバイス１
０Ｘが完成する。
【００７７】
　＜２－３．特徴＞
　本実施の形態２に従う蓄電デバイス１０Ｘにおいても、面積の小さい第２面１４０側に
第１封止部１１０が折り曲げられている。したがって、蓄電デバイス１０Ｘによれば、複
数の蓄電デバイス１０Ｘを積み重ねた場合に下方の蓄電デバイス１０Ｘに掛かる圧力の分
布のムラを抑制することができる。
【００７８】
　＜２－４．他の特徴＞
　なお、本実施の形態２に従う蓄電デバイス１０Ｘにおいて、第１封止部１１０は、必ず
しも面積の小さい第２面１４０側に折り曲げられていなくてもよい。たとえば、第１封止
部１１０は、面積の大きい第１面１３０側に折り曲げられていてもよい。また、第１封止
部１１０の付け根部分は、必ずしも外装体１００Ｘの辺１３５上になくてもよい。第１封
止部１１０の付け根部分は、たとえば、外装体１００Ｘにおける蓋体４００以外の面上に
位置していてもよい。この場合であっても、本実施の形態２に従う蓄電デバイス１０Ｘに
は、たとえば、以下のような特徴が含まれている。
【００７９】
　蓄電デバイス１０Ｘは、電極体（電極体２００）と、電極体（電極体２００）を封止す
る外装体（外装体１００Ｘ）とを備え、外装体（外装体１００Ｘ）は、電極体（電極体２
００）に巻き付けられており、両端部に開口が形成された外装部材（外装部材１０１）と
、上記開口を封止する蓋体（蓋体４００）とを備える。
【００８０】
　蓄電デバイス１０Ｘにおいては、実施の形態１のように外装部材１０１の互いに向き合
う面同士がヒートシールされることによって第２封止部１２０Ｘが形成されているわけで
はない（図７参照）。蓄電デバイス１０Ｘにおいては、電極体２００に巻き付けられた外
装部材１０１の開口が蓋体４００によって封止されている。すなわち、蓋体４００と外装
部材１０１とが重なる部分に第２封止部１２０Ｘが形成されている（図９及び図１０参照
）。このような構成によれば、蓋体４００の深さＬ３（図１１）を調整することで、第２
封止部１２０Ｘの領域を容易に狭くすることができる。
【００８１】
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　また、蓄電デバイス１０Ｘにおいては、外装部材１０１のうち電極体２００の角Ｃ１（
図９及び図１０）を覆う位置において、角Ｃ１が外装部材１０１に突き刺さることによる
過度な負荷が生じない。上述のように、蓄電デバイス１０Ｘにおいては、実施の形態１の
ように外装部材１０１の互いに向き合う面同士がヒートシールされることによって第２封
止部１２０Ｘが形成されているわけではないためである。
【００８２】
　また、蓄電デバイス１０Ｘの製造手順は、図１４のフローチャートに示される手順に限
定されない。例えば、図１５のフローチャートに示される手順で蓄電デバイス１０Ｘが製
造されてもよい。
【００８３】
　図１５は、実施の形態２に従う蓄電デバイス１０Ｘの別の製造手順を示すフローチャー
トである。図１５に示される工程は、たとえば、蓄電デバイス１０Ｘの製造装置によって
行なわれる。製造装置は、電極端子３００と蓋体４００とが一体となった部材（例えば、
図１２，１３に示される部材）を電極体２００へ取り付ける（ステップＳ２５０）。例え
ば、電極端子３００が電極体２００へ溶接される。その後、製造装置は、電極体２００へ
外装部材１０１を巻き付ける（ステップＳ２６０）。製造装置は、外装部材１０１の互い
に向き合う面（熱融着性樹脂層）同士をヒートシールすることによって第１封止部１１０
を形成するとともに、外装部材１０１と蓋体４００とをヒートシールすることによって第
２封止部１２０Ｘを形成する（ステップＳ２７０）。これによって、蓄電デバイス１０Ｘ
が完成する。蓄電デバイス１０Ｘは、このような手順によって製造されてもよい。
【００８４】
　［３．実施の形態３］
　電池製造工程の電極体に電解液を浸透させるなどを目的として仮封止状態の蓄電デバイ
スを所定温度環境で所定時間エージングする工程（以下、エージング工程という）を経る
ことが一般的であり、エージング工程で電極体２００からガスが発生し当該ガスを電池外
部に排出することが必要となる。上記実施の形態２に従う蓄電デバイス１０Ｘにおいては
、エージング工程で発生したガスを蓄電デバイス１０Ｘの製造の最終段階で抜くための機
構が設けられていなかった。本実施の形態３に従う蓄電デバイス１０Ｙにおいては、電極
体２００から発生したガスを蓄電デバイス１０Ｙの製造の最終段階で抜くための機構が設
けられている。なお、以下では実施の形態２と異なる部分を中心に説明し、実施の形態２
と共通する部分については説明を省略する。
【００８５】
　＜３－１．蓄電デバイスの構成＞
　図１６は、蓄電デバイス１０Ｙの製造途中において、電極体２００に外装部材１０１Ｙ
が巻き付けられた状態を側方から示す図である。図１７は、蓄電デバイス１０Ｙの製造途
中において、電極体２００に外装部材１０１Ｙが巻き付けられ、外装部材１０１Ｙに蓋体
４００が取り付けられた状態を下方から示す図である。
【００８６】
　図１６及び図１７に示されるように、電極体２００に外装部材１０１Ｙが巻き付けられ
た状態で、片部１５０が形成されている。片部１５０は、電極体２００に外装部材１０１
Ｙが巻き付けられた状態で外装部材１０１Ｙの互いに向き合う面同士を接合することによ
って形成されている。より詳細には、片部１５０は、外装部材１０１Ｙが電極体２００に
巻き付けられた状態で互いに向き合う面の周縁同士を接合（ヒートシール）することによ
って形成されている。すなわち、片部１５０においては、周縁に第１封止部１５４が形成
されている。
【００８７】
　また、片部１５０においては、外装部材１０１Ｙの互いに向き合う面同士が接合してい
ない空間１５２が形成されている。辺１３５の近傍においては、外装部材１０１Ｙの互い
に向き合う面同士が接合した接合領域１５１と、外装部材１０１Ｙの互いに向き合う面同
士が接合していない未接合領域１５３とが交互に並んでいる。すなわち、片部１５０にお
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いては、辺１３５に沿って、接合領域１５１のパターンが形成されている。
【００８８】
　電極体２００から発生したガスは、片部１５０の一部分を切り取る等して、外装体１０
０Ｙの封止状態を解除することによって、外装体１００Ｙの外部へ排出される。なお、こ
こで外装体１００Ｙの外部へ排出されるガスは、必ずしも電極体２００から発生したガス
に限定されず、空気、水蒸気又は硫化水素等の電極体２００から発生したガス以外のガス
であってもよい。
【００８９】
　その後、辺１３５付近を含む部分を帯状にヒートシールすることによって、再び外装体
１００Ｙが封止状態となる。これにより、蓄電デバイス１０Ｙが完成する。完成した蓄電
デバイス１０Ｙにおいては、辺１３５の近傍において、外装部材１０１Ｙの互い向き合う
面同士の接合力が強い領域と、面同士の接合力が弱い領域とが辺１３５に沿って交互に並
んでいる。換言すると、辺１３５近傍のヒートシールされた部分においては、薄い部分と
厚い部分とが辺１３５に沿って交互に並んでいる。これは、辺１３５付近が再度ヒートシ
ールされることによって、未接合領域１５３は一重シールされることになるが、接合領域
１５１は二重シールされることになるためである。
【００９０】
　＜３－２．蓄電デバイスの製造方法＞
　図１８は、蓄電デバイス１０Ｙの製造手順を示すフローチャートである。図１８に示さ
れる工程は、たとえば、蓄電デバイス１０Ｙの製造装置によって行なわれる。
【００９１】
　製造装置は、電極体２００へ外装部材１０１Ｙを巻き付ける（ステップＳ３００）。製
造装置は、外装部材１０１Ｙの互いに向き合う面（熱融着性樹脂層）の周縁同士をヒート
シールすることによって第１封止部１５４を形成する（ステップＳ３１０）。製造装置は
、辺１３５の近傍の外装部材１０１Ｙの互いに向き合う面同士をヒートシールすることに
よって接合領域１５１のパターンを形成する（ステップＳ３２０）。
【００９２】
　製造装置は、ステップＳ３２０において出来上がった未完成品に電極体２００を収納し
た状態で両端の開口部の各々に蓋体４００を取り付ける（ステップＳ３３０）。製造装置
は、外装部材１０１Ｙと蓋体４００とをヒートシールすることによって第２封止部１２０
Ｘを形成する（ステップＳ３４０）。その後、エージング工程を経る。
【００９３】
　製造装置は、片部１５０を切り取る等することによってエージング工程で発生したガス
のガス抜きを行なう（ステップＳ３５０）。製造装置は、片部１５０の接合領域１５１を
含む部分を帯状にヒートシールするとともに端縁部を除去することによって外装体１００
Ｙを再封止する（ステップＳ３６０）。その後、片部１５０が第２面１４０側に折り曲げ
られることによって、蓄電デバイス１０Ｙが完成する。
【００９４】
　＜３－３．特徴＞
　本実施の形態３に従う蓄電デバイス１０Ｙにおいても、面積の小さい第２面１４０側に
第１封止部１５４を含む片部１５０が折り曲げられている。したがって、蓄電デバイス１
０Ｙによれば、複数の蓄電デバイス１０Ｙを積み重ねた場合に下方の蓄電デバイス１０Ｙ
に掛かる圧力の分布のムラを抑制することができる。全固体電池に使用される場合には、
電池性能を発揮させるために高い圧力を電池外面から均一に掛けることが必要とされるた
め、本発明の包装形態が好ましい。
【００９５】
　［４．実施の形態４］
　上記実施の形態２に従う蓄電デバイス１０Ｘにおいては、電極端子３００が外部に突出
する位置は、蓋体４００と外装部材１０１との間であった。しかしながら、電極端子３０
０が外部に突出する位置は、これに限定されない。なお、以下では実施の形態２と異なる
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部分を中心に説明し、実施の形態２と共通する部分については説明を省略する。
【００９６】
＜４－１．蓄電デバイスの構成＞
　図１９は、本実施の形態４に従う蓄電デバイス１０ＸＡを模式的に示す平面図である。
図２０は、蓄電デバイス１０ＸＡを模式的に示す側面図である。蓄電デバイス１０ＸＡの
外装体１００Ｘは、平面視において、一対の長辺１００ＸＡ、及び、一対の短辺１００Ｘ
Ｂを含む。外装体１００Ｘは、電極体２００に巻き付けられた外装部材１０１の長辺１０
０ＸＡに沿う開口部の各々に蓋体４００を嵌め込むことによって構成されている。蓋体４
００が嵌め込まれた状態で、外装部材１０１と蓋体４００とをヒートシールすることによ
って第２封止部１２０Ｘが形成されている。蓋体４００には、貫通孔（図示略）が形成さ
れる。２つの電極端子３００は、蓋体４００の貫通孔から外装体１００Ｘの外部に突出す
る。２つの電極端子３００は、外装体１００Ｘの長辺１００ＸＡに沿う形状である。貫通
孔と電極端子３００との僅かな隙間は、例えば樹脂によって埋められる。本実施の形態４
では、第１封止部１１０は、一対の短辺１００ＸＢのうちの一方側に形成される。
【００９７】
　蓄電デバイス１０ＸＡの厚み方向（矢印ＵＤ方向）において、蓋体４００のうちの電極
端子３００が突出する位置は、任意に選択可能である。本実施の形態４では、図２０に示
されるように、電極端子３００は、蓄電デバイス１０ＸＡの厚み方向において、蓋体４０
０の概ね中央から外装体１００Ｘの外部に突出する。蓄電デバイス１０ＸＡの奥行方向（
矢印ＦＢ方向）における電極端子３００の長さは、任意に選択可能である。本実施の形態
４では、蓄電デバイス１０ＸＡの奥行方向（矢印ＦＢ方向）における電極端子３００の長
さは、電極体２００の長さと実質的に同じである。
【００９８】
　＜４－２．特徴＞
　本実施の形態４に従う蓄電デバイス１０ＸＡでは、奥行方向の長さが長い長辺１００Ｘ
Ａに沿うように電極端子３００が配置されているため、より大きな電極端子３００を用い
ることができる。このため、高出力の蓄電デバイス１０ＸＡを提供できる。
【００９９】
　［５．変形例］
　以上、実施の形態１－４について説明したが、本発明は、上記実施の形態１－４に限定
されるものではなく、その趣旨を逸脱しない限りにおいて、種々の変更が可能である。以
下、変形例について説明する。
【０１００】
　＜５－１＞
　上記実施の形態１－４において、電極体２００には１枚の外装部材が巻き付けられた。
しかしながら、電極体２００に巻き付けられる外装部材は必ずしも１枚である必要はない
。たとえば、電極体２００には、２枚以上の外装部材が巻き付けられてもよい。
【０１０１】
　図２１は、変形例における蓄電デバイスの製造途中において、電極体２００に外装部材
１０１Ｚ１，１０１Ｚ２が巻き付けられた状態を側方から示す図である。図２１に示され
るように、電極体２００は、外装部材１０１Ｚ１，１０１Ｚ２によって周囲を覆われてい
る。外装部材１０１Ｚ１，１０１Ｚ２の対向する面同士が接合することによって第１封止
部１１０Ｚが形成されている。この例では、各第１封止部１１０Ｚが、第１面１３０Ｚ側
ではなく、第２面１４０Ｚ側に折り曲げられる。このような構成であっても、複数の蓄電
デバイスを積み重ねた場合に下方の蓄電デバイスに掛かる圧力の分布のムラを抑制可能と
いう効果を奏することができる。全固体電池に使用される場合には、電池性能を発揮させ
るために高い圧力を電池外面から均一に掛けることが必要とされるため、本発明の包装形
態が好ましい。なお、この例において、各第１封止部１１０Ｚは必ずしも折り曲げられる
必要はない。また、この変形例において、各封止部１１０Ｚは、電極端子３００の一部を
挟んだ状態で封止されてもよい。さらに、この変形例では、各第１封止部１１０Ｚは、辺
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１３５Ｚに形成される必要はなく、蓄電デバイスの厚み方向において、第２面１４０Ｚの
概ね中央から外部に突出していてもよい。
【０１０２】
　＜５－２＞
　また、上記実施の形態１－４において、電極体２００は、複数の電極２１０を積層する
ことによって構成された所謂スタック型であったが、電極体２００の形態はこれに限定さ
れない。電極体２００は、たとえば、セパレータを介して正極及び負極を巻回することに
よって構成された所謂巻回式であってもよい。また、電極体２００は、所謂巻回式の電極
体を複数積層することによって構成されてもよい。
【０１０３】
　＜５－３＞
　また、上記実施の形態１－４において、第２面１４０は第１面１３０から略直角に下方
に延びる平面とされた。しかしながら、第２面１４０の形態はこれに限定されない。たと
えば、電極体２００が巻回式の電極体であり外周に平面と曲面とが形成されている場合を
考える。ここで、平面の面積が曲面の面積よりも大きく、第１面１３０が電極体の平面を
覆い、第２面１４０が電極体の曲面を覆うとする。この場合には、第２面１４０が曲面で
構成されていてもよい。この場合には、第１面１３０から第２面１４０が下方に延びだす
境界部分が辺１３５ということになる。
【０１０４】
　＜５－４＞
　また、上記実施の形態３において、接合領域１５１は４箇所に形成された。しかしなが
ら、接合領域１５１が形成される箇所の数はこれに限定されない。たとえば、接合領域１
５１は、辺１３５に沿った両端近傍の２箇所や、辺１３５の中央近傍の１箇所にのみ形成
されてもよいし、５箇所以上に形成されてもよい。
【０１０５】
　＜５－５＞
　また、上記実施の形態１において、電極端子３００は、第２封止部１２０に配置された
が、外装体１００において、電極端子３００が配置される位置は、これに限定されない。
たとえば、図２２に示されるように、電極端子３００は、第１封止部１１０に配置するこ
ともできる。換言すれば、第１封止部１１０は、電極端子３００を挟んだ状態で封止され
る。この変形例では、２つの電極端子３００の少なくとも一方は、第２面１４０側に折り
曲げられてもよく、第２面１４０と反対側に折り曲げられてもよく、又は、辺１３５から
外方に突出するように折り曲げられていなくてもよい。この変形例では、電極端子３００
と第１封止部１１０とを容易にシールできるため、外装体１００の密封性が高められる。
また、外装体１００に電極体２００を容易に収容できる。なお、この変形例では、たとえ
ば、上記実施の形態２のように外装部材１０１の両端の開口部の各々に蓋体４００が嵌め
込まれる。蓋体４００が嵌め込まれた状態で、外装部材１０１と蓋体４００とをヒートシ
ールすることによって第２封止部１２０が形成される。
【０１０６】
　＜５－６＞
　また、上記実施の形態２において、蓋体４００の構成は、任意に変更可能である。図２
３は、蓋体４００の変形例の蓋体５００を示す斜視図である。蓋体５００は、たとえば、
板状であり、電極体２００（図９参照）と面する第１面５００Ａ、及び、第１面５００Ａ
と反対側の面５００Ｂを含む。蓋体５００の中央には、第１面５００Ａ及び第２面５００
Ｂを貫通する孔５００Ｃが形成される。蓋体５００を構成する材料は、例えば、樹脂であ
る。この変形例では、電極端子３００のうちの蓋体５００と接合される部分を含む所定範
囲に電極端子３００及び蓋体５００の双方と接着する接着フィルム５３０が取り付けられ
ることが好ましい。蓋体５００は、第１部分５１０と第２部分５２０とに分割された部材
によって構成され、第１部分５１０及び第２部分５２０が、電極端子３００及び接着フィ
ルム５３０を挟み込むように接合することによって製造してもよい。また、蓋体５００は
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、接着フィルム５３０が取り付けられた状態の電極端子３００に対して蓋体５００をイン
サート成形することによって製造してもよい。また、この変形例では、蓋体５００の表面
の少なくとも一部に、バリア層が積層されることが好ましい。又は、蓋体５００が複数の
層を有する場合、任意の層にバリア層を形成してもよい。バリア層を構成する材料は、た
とえば、アルミニウムである。なお、この変形例では、接着フィルム５３０と孔５３０Ｃ
との間に隙間が生じる場合、この隙間は、たとえば、ホットメルト等の樹脂材料によって
埋められることが好ましい。
【０１０７】
　また、この変形例では、図２４に示されるように、外装体１００Ｘは、蓋体５００が嵌
め込まれた状態で、外装部材１０１と蓋体５００の第２面５００Ｂとを接合することによ
って第２封止部１２０Ｘが形成される。外装部材１０１と蓋体５００の第２面５００Ｂと
の接合手段は、たとえば、ヒートシールである。この変形例では、外装部材１０１が蓋体
５００のより広い範囲と接合されるため、外装体１００Ｘの密封性が高められる。
【０１０８】
　図２５は、上記実施の形態２における蓋体４００の別の変形例の蓋体６００の正面図で
ある。蓋体６００は、表面に金属が露出した部分である金属部６１０を含み、金属部６１
０と電極体２００の電極２１０とが溶接される。蓋体６００は、全体が金属部６１０のみ
で構成されてもよく、金属部６１０が部分的に形成されてもよい。金属部６１０が部分的
に形成される場合、蓋体６００は、金属層を含む多層構造の材料によって構成される。蓋
体６００が金属層を中間層とする多層構造の材料によって構成される場合、金属部６１０
は、金属層が露出するように、金属層以外の層が部分的に除去された部分である。図２５
に示される例では、蓋体６００の金属部６１０が電極端子として機能するため、蓋体６０
０と電極２１０との間のスペースが不要となる。このため、蓄電デバイス１０Ｘ（図９参
照）を小型に構成できる。
【０１０９】
　図２６は、上記実施の形態２における蓋体４００の別の変形例の蓋体７００の正面図で
ある。蓋体７００は、金属材料によって構成される金属部７１０、及び、金属部７１０と
繋がり、樹脂材料によって構成される非金属部７２０を含む。金属部７１０は、電極体２
００の電極２１０と溶接される。図２６に示される例では、蓋体７００の金属部７１０が
電極端子として機能するため、蓋体７００と電極２１０との間のスペースが不要となる。
このため、蓄電デバイス１０Ｘ（図９参照）を小型に構成できる。
【０１１０】
　＜５－７＞
　また、上記実施の形態１において第２封止部１２０は、外装部材１０１が折り畳まれ、
外装部材１０１の熱融着性樹脂層同士がヒートシールされることによって形成された。し
かしながら、第２封止部１２０の形成方法は、これに限定されない。図２７は、変形例の
第２封止部１２０Ｙを有する蓄電デバイス１０を模式的に示す平面図である。外装部材１
０１は、外装体１００の外方に延ばされた張出部１０１Ｘを有し、張出部１０１Ｘの熱融
着性樹脂層同士がヒートシールされることによって第２封止部１２０Ｙが形成される。張
出部１０１Ｘのうちの電極端子３００が配置される部分は、張出部１０１Ｘの熱融着性樹
脂層と電極端子３００とがヒートシールされる。この変形例によれば、第２封止部１２０
Ｙをより強固にヒートシールできるため、外装体１００の密封性が高められる。なお、こ
の変形例では、張出部１０１Ｘのうちの電極端子３００とヒートシールされている部分以
外は、必要に応じで切断されてもよい。なお、この変形例は、図２２に示される変形例に
も適用できる。
【符号の説明】
【０１１１】
　１０，１０Ｘ，１０ＸＡ,１０Ｙ，１０Ｚ　蓄電デバイス、１００，１００Ｘ、１００
Ｙ　外装体、１０１，１０１Ｙ，１０１Ｚ１，１０１Ｚ２　外装部材、１０１Ｘ　張出部
、１１０，１１０Ｚ，１５４　第１封止部、１２０，１２０Ｘ,１２０Ｙ　第２封止部、
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１３０，１３０Ｚ　第１面、１３５，１３５Ｚ　辺、１４０，１４０Ｚ　第２面、１５０
　片部、１５１　接合領域、１５２　空間、１５３　未接合領域、２００　電極体、２１
０　電極、２１５　集電体、３００　電極端子、５００Ａ　第１面、５００Ｂ　第２面、
４００,５００,７００　蓋体、６１０,７１０　金属部、Ｃ１　角。
【要約】
　蓄電デバイスは、電極体と、外装体とを備える。外装体は、電極体を封止する。外装体
は、フィルム状の外装部材によって構成されている。外装体は、電極体に巻き付けられた
状態で互いに向き合う面同士が接合することによって封止された第１封止部を含む。第１
封止部の付け根部分は、外装体において、第１面と第２面との境界に形成されている。第
１面の面積は、第２面の面積よりも大きい。第１封止部は、平面視において、第１面と重
なっていない。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図７】 【図８】
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【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】

【図１６】
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【図１７】 【図１８】

【図１９】

【図２０】

【図２１】

【図２２】
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【図２３】

【図２４】

【図２５】

【図２６】

【図２７】
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